
令和８年５月  

 

市内小中学校保護者 様 

 

伊勢市教育委員会   

 

         伊勢市立小中学校における熱中症特別警戒アラート 
（熱中症特別警戒情報）発表時における対応について 

  

令和６年４月より、気温が著しく高くなり、熱中症による重大な健康被害が生ずるおそれのある場

合、国から「熱中症特別警戒アラート」（県内全ての観測地点で暑さ指数（WBGT）の最高値が３５

以上になると予想される場合）が発表されることになりました。 

このことをふまえ、三重県教育委員会では、前日の１４時頃発表される「熱中症特別警戒アラート」

が、三重県に発表された場合、原則として県立学校は「休校」の対応を取るとしています。 

そのため、伊勢市教育委員会においても、県の対応に準じて、前日の１４時頃発表される「熱中

症特別警戒アラート」が、三重県に発表された場合、伊勢市立全小中学校において「臨時休業」の

対応を取ることとします。 

「臨時休業」になる場合、保護者のみなさまには、伊勢市教育委員会より保護者連絡システム

（校支援）の「緊急メール」にて連絡をさせていただきます。 

また、「臨時休業」時の対応（オンライン授業、家庭学習の課題など）は、学校により対応が異なり

ますので、学校の指示に従ってください。 

 

伊勢市教育委員会においては、今後も熱中症による児童生徒等の健康被害を防ぐため、暑さ指

数（WBGT）等を参考にして学校教育活動の実施を判断するなど、熱中症事故防止対策に取り組

んで参ります。保護者の皆さまにおかれましても、ご理解ご協力いただきますようよろしくお願いいた

します。 

 

 

 

 

 

 ＜例＞ 

7月 8日の 14時頃：環境省より、三重県に「熱中症特別警戒アラート」が発表された場合 

 ↓ 

7月 9日：臨時休業 

※「熱中症特別警戒アラート」は 1 日中（０：００～２３：５９）継続されます。途中で解除され

ることはありません。 

「熱中症特別警戒アラート」が、三重県に発表された場合、 

伊勢市立全小中学校は「臨時休業」となります。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


